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「とめ NN だより」は、農業農村整備部(通称 NN 部)の広報広聴活動の一環として、登米管内の農業農村整備事

業に関連する活動を広くお知らせする目的で、年 4 回発行を予定しております。掲載内容についてお問い合わ

せ等ありましたら、管理調整班までご連絡ください。 

【東部地方振興事務所登米地域事務所農業農村整備部広報広聴委員会】 

 

 

 

 

 

令和 6 年 3 月発行 

第 35 号 

 
 登米市と栗原市にまたがる伊豆沼沿岸の穴山・伊豆沼・新田北部の 3 土地改良区が、令和 6
年 4 月 1 日に合併し、「伊豆沼沿岸土地改良区」として新たなスタートを切ります。 

3 改良区は、昨年 8 月 23 日に合併予備契約調印式が執り行われた後、伊豆沼沿岸土地改良
区設立委員会を設置して、新土地改良区の定款・規則等の調整や合併認可に係る各種事務手
続き等の作業を進めてきました。令和 6 年 2 月に合併認可申請書類を宮城県へ提出し、書類
審査を滞りなく経て、令和 6 年 4 月 1 日合併認可の運びとなりました。 
初代理事長は、6 月初旬（予定）の理事会までの間、穴山土地改良区の及川理事長が務めま

す。 
この合併により、運営基盤が強化され、農業用水の安定的な供給や用排水機場等農業用施

設の管理が一元化し、効率的な農地の保全・維持管理が図られます。 
伊豆沼沿岸に広がる農地が、さらに豊かになっていくことが期待されます。 

今春、「伊豆沼沿岸土地改良区」が誕生します！ 

▲合併土地改良区のエリア図 ▲R5.8.23 合併予備契約調印式 

Lineup
内容 ページ

今春、「伊豆沼沿岸土地改良区」が誕生します！ １

令和5年度登米地方農業水利施設ストックマネジメント推進会議を開催しました ２

令和5年度農地集積推進に関する戦略会議（第2回）を開催しました ２

土地改良区での女性理事登用の取り組み状況をヒアリングしました ３

「登米管内農業用用排水施設安全対策委員会」を開催しました ３

令和6年能登半島地震派遣業務について ４

令和5年度「金谷地区（水利施設整備事業）」が採択されました ５

令和5年度「渋川地区（農業用河川工作物等応急対策事業）」が採択されました ５
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令和 5 年 12 月 14 日、登米地域の農業水利施設ストックマネジメントの推進を図ること

を目的に、施設管理者である登米市及び土地改良区職員を対象とした推進会議を開催しまし

た。 

本会議ではストックマネジメントの進め方や県全体の現状と課題、予算について説明を行

いました。また「農業水利施設管理緊急対策事業」による電気料等の補助制度の内容と手続

きについてや、本年度の突発事故発生状況（登米管内では 2 件）についても説明を行うとと

もに、調査や対策工法の事例などを紹介しました。 

来年度も定期的に推進会議を開催し、施設管理者と連携を図り、農業水利施設ストックマ

ネジメントの普及推進を図っていきます。 

▲伊豆沼 2 工区地区の戦略会議の様子 

 

令和 6 年 2 月 8 日に、管内の農地整備事業実施地区に係る「令和 5 年度農地集積推進に関

する戦略会議（第 2 回）」を、登米合同庁舎にて開催しました。この会議は、宮城県・市・土

地改良区・JA・みやぎ農業振興公社・宮城県土地改良事業団体連合会等の関係機関が集まり、

農地集積状況の確認、地区の課題整理・解決に向けた方針等を検討する場となっています。 

対象地区である「伊豆沼 2 工区地区」と「沼崎・大平地区」の内、「沼崎・大平地区」は本

年度から面工事が始まった地区であり、春先には一時利用地の指定も始まります。そのため、

目標集約化率達成の実現に向けた合意形成や、経営の安定化を目指した高収益作物への取り

組みなどが課題となっています。 

今回、地域の現状及び課題を共有した上で次年度へ向けた今後の進め方を検討し、課題解

決へ向けて取り組むこととしました。 

令和 5 年度農地集積推進に関する戦略会議（第 2 回）を開催しました 

○農地の集積→農地を所有し、又は借り入れること等により、利用する農地面積を拡大すること。 

○農地の集約化→農地の利用権を交換すること等により、農地の分散を解消することで農作業を 

連続的に支障なく行えるようにすること。 

引用元：令和 4 年度 食料・農業・農村白書より 

用 
 

語 

▲沼崎・大平地区の戦略会議の様子 

令和 5 年度登米地方農業水利施設 

ストックマネジメント推進会議を開催しました 
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▲委員会の様子 ▲注意喚起リーフレット 

 
令和 6 年 3 月 6 日に登米合同庁舎で、令和 5 年度 2 回目の「登米管内農業用用排水施設

安全対策委員会」を開催しました。当委員会は登米管内の農業用用排水施設での水難事故を
未然に防止することを目的としており、構成員である登米市関係職員、管内土地改良区職員
及び登米地域事務所当部職員が出席し、今回は春休みやかんがい期における水難事故防止対
策について協議を行い、安全施設の点検及びラジオ放送やリーフレットを活用した安全啓発
について、関係機関が一丸となって取組んでいくこととしました。また、令和 5 年度に各機
関が実施した安全啓発や施設点検等について報告を受け、改良区管内の小学校等への注意喚
起通知や安全施設の定期的な点検・修繕等、各機関が様々な安全対策に取組み、水難事故の
未然防止に努められていることが確認されました。 

「登米管内農業用用排水施設安全対策委員会」を開催しました 

 

第 5 次男女共同参画基本計画（R2.12.25 閣議決定）及び土地改良長期計画（R3.3.23 閣議
決定）により土地改良区が取り組むこととされた女性理事登用への取り組み状況等につい
て、登米管内の土地改良区理事長や理事等役員を対象にヒアリングを実施しました。（2/13
～2/22） ヒアリングは予め配布した調査票の内容に沿ってお話を伺っていきましたが、役
員さん方のざっくばらんなご意見も伺うことができました。 
どの土地改良区も、女性理事登用については理解しているものの、実際の登用までには至

っておらず、これから本格的に取り組んでいくこととなるようです。また、女性理事登用に 

▲ヒアリングの様子 

土地改良区での女性理事登用の取り組み状況をヒアリングしました 

あたっての人選や費用負担、選挙区
割等、それぞれの土地改良区が抱え
る課題をクリアしていく必要があ
り、役員さん方が真剣に取り組んで
いこうとする姿勢が見られました。 
女性理事の誕生により、新しい視

点でのより良い土地改良区運営が期
待されます。宮城県は、このヒアリン
グ結果等をもとに、土地改良区の女
性理事登用を推進していきます。 
ヒアリングにご協力いただいた土

地改良区の皆様、ありがとうござい
ました。 
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また、今回は山口県が独自開発
した災害調査用タブレット・アプ
リを用いて調査を行いました。タ

ブレットの中にある災害調査ア
プリにより、被害箇所を位置情報
をもった写真により記録するこ

とができ、規模を直接入力するこ
とも可能と、従来の調査では手書
きにより記録していたものを電
子化してその場で記録できるの
で、調査を効率的に行うことがで
きました。 

最後に、私自身、県内での災害対応は少し経験がありましたが、県外の経験は初めてでと
ても良い経験となりました。特に、他県からの派遣職員の方々も様々な経験を持った方々で
したので、現場等の移動時間で体験談を聞くことができとても参考になりました。 

▲調査に使用したタブレット 

▲隆起した農地(珠洲市) ▲調査の様子(珠洲市) 

 
令和 6 年 2 月 11 日～2 月 17 日(移動日を含む 7 日

間)、石川県能登地方で発生した地震により甚大な被
害を受けた農地・農業用施設の被害状況調査や被害
額算定業務などの支援を行うため、石川県へ赴き、派
遣業務に従事してきました。 

派遣業務は、農地(田んぼ、畑、果樹園)・重要水源(ため池、頭首工)からほ場までの用水路
の被害状況調査を主に行いました。 
特に被害の大きかった珠洲市では、農地に亀裂が入ったり用水路が壊れたり、また、至る

ところで大規模な隆起が生じていました。私が調査してきた珠洲市の隆起箇所は、約 1.6m 隆

起していました。(写真：調査の様子) 
石川県職員の話では、被害状況調査が段々と完了してきていて、被害額の全容が見えてき

ているが、復旧の見通しは未だ立っていないとのことです。 

令和 6 年能登半島地震派遣業務について 
～農地整備班 鈴木技師～ 



  【とめＮＮだより第 35号】 

- 5 - 

 

 

   本地区は昭和 40 年代から 

平成初期にかけて整備された 

金谷揚水機場・小島揚水機場・薬師 

揚水機場の老朽化に伴い、その補修・ 

更新工事を行うものです。 

・施工場所：登米市登米町 

・事業期間：令和 5 年度 

～令和 9 年度 

・受益面積：1,029ha 

・総事業費：916 百万円 

  本地区は北上川水系一級河川 

夏川に設置されている渋川樋管 

の老朽化に伴い、その内面補 

修・護岸補修工事を行うもの 

です。 

・施工場所：登米市石越町 

・事業期間：令和 5 年度 

～令和 7 年度 

・受益面積：861ha 

・総事業費：170 百万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼 150-5    

Tel：0220-22-5169   Fax：0220-22-6015 

E-mail：et-tmnnbkt@pref.miyagi.lg.jp 

URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-ns/ 

こちらからも 

アクセス出来ます!! 

▲金谷地区（金谷揚水機場） 

▲渋川地区（吐出側） 

令和 5 年度「金谷地区(水利施設整備事業)」が採択されました 

宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所農業農村整備部 広報広聴委員会（編集:管理調整班） 

 

 

令和 5 年度「渋川地区(農業用河川工作物等応急対策事業)」が採択されました 

mailto:et-tmnnbkt@pref.miyagi.lg.jp
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-ns/

